
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路だより  ＮＯ、９ 
令和６年７月２日（火） 

    佐世保市立光海中学校 

文責  瀬 川 久 憲 

「奨学金制度」についてのお知らせ 

 高等学校や高等専門学校に進学を希望し、経済的理由により進学困難で、かつ、人物・学業とも奨

学生としてふさわしい人のために、就学に必要な資金の一部を貸し付ける「奨学金制度」があります。

奨学金には、「貸与型」返済必要なものと「給付型」返済不要なものがあります。 

 奨学金事業は、日本国憲法第２６条及び教育基本法第４条第 3 項に基づき、経済的理由により就学

に困難がある優れた学生等に対し、教育の機会均等及び人材育成の観点から経済的支援を行う重要な

教育政策です。現在、学校に案内が届いているのは、「交通遺児育英会」、「あしなが育英会」、「長崎県

育英会」です。それぞれ紹介しますので、各家庭でご検討ください。 

 

 交通遺児育英会奨学生（公益財団法人） 

 １ 保護者が交通事故で死亡・重度後遺障害となった家庭の子どもが対象 

 ２ 高校生以上の生徒・学生に貸与 

 ３ 奨学金は無利息 

 ４ 奨学金  月額 2 万円～4 万円（一部支給あり） 

 ５ 入学一時金  20 万円～60 万円（1 年次 1 回限り・全額貸与） 

 ６ 返還は最長 20 年 

 ７ 入学前の予約申請制度あり 

 ８ 「海外語学研修」「小学生との集い」などの制度あり（交通遺児育英会が費用負担） 

  ・学力の基準…採用に関して、本人の学業成績の基準はありません。ただし、奨学生となった後 

に留年すると、原則として留年中の奨学金は停止されます。 

  ・家計の基準…家計の基準額は、家族数によって異なります。保護者に当たる方の収入金額が参 

考の対象となります。収入が無くても奨学金は借りられます。また、連帯保証人 

にもなれます。 

  ・予約募集期限…令和 7 年 1 月３１日（募集人数４００人）一次募集 8/31  二次募集 1/31 

          受験校や入学校が確定していなくても、希望の学校で予約応募はできますので、 

早めに応募してください。期間間際に集中すると手続き面で支障をきたす場合 

がありますので、ご注意ください。 

  ・申込方法…必要書類を整え、在学している学校を通じて、または直接交通遺児育英会まで郵送 

してください。応募書類は、交通遺児育英会奨学課に電話でお申し込みください。 

また、インターネットのホームページからでも応募書類のダウンロードが可能です。 

 

 あしなが育英会（一般財団法人） 

 １ 保護者などが病気や災害、自死などで死亡、または保護者が著しい障がいを負っている家庭の 

子どもが対象 

 ２ 募集期間……2024 年 9 月 1 日～12 月 15 日 

 ３ 奨学金月額…３０，０００円（給付） 

         ※私立高校入学一時金（30 万円）を貸与する制度もあります。 

 ４ 募集人数……800 人程度 

 ５ 返  還……私立高校入学一時金は、高校卒業後の半年後から 20 年以内に無利子で分割返済 

   ※募集のしおり・申請書等は、募集開始である 9 月 1 日頃に送付される予定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長崎県育英会（公益財団法人）予約奨学生の募集 

 Ⅰ 高等学校等育英事業予約奨学生 

  １ 出願資格 

   (1) 長崎県内に住所を有する者の子など 

   (2) 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程並びに 

高等専門学校へ進学を希望する者（通信制を除く） 

   (3) 経済的理由により就学困難で、かつ、人物・学業ともに奨学生としてふさわしい者 

      ＜家計（所得）・学力については基準があります＞ 

      ※学力の基準…中学校の第１学年から第２学年までの学習成績の評定を、全教科につい 

て平均した値を５段階評価により算出し、出願資格は３．０以上とします。 

  ２ 採用人数  １６０人程度 

  ３ 募集期間  ７月８日（月）～９月１３日（金）＜校内締切は８月９日とします＞ 

  ４ 奨学金の貸与額 ※下表のいずれかの金額を選択してください。 

貸与月額 入学時奨学金 備考 

１０，０００円 

２０，０００円 

３０，０００円 

３５，０００円 

１００，０００円 

（希望者のみ） 

貸与期間は正規の最短修

業期間です。 

     ※１ 原則として３か月ごとに奨学生本人名義口座に振り込まれます。 

     ※２ 入学時奨学金は、初回の送金日と合わせて一括で振り込まれます。 

     ※３ 入学時奨学金のみを貸与することはできません。 

  ５ 出願手続き 

   (1) 出願時の必要書類（提出書類は、採否に関わらず、原則として返却されません。） 

         ①奨学生願書  ②奨学生推薦調書  ③所得に関する書類   

④就学者控除及び特別な控除の書類 

(2) 出願者は、出願に必要な用紙を学校から受領し、必要事項を記入の上、証明書等を揃えて 

学校で定められた期日までに在学校（中学校）へ提出してください。 

  ６ 選考及び採否決定の通知は、１１月の中旬の予定です。 

  ７ 奨学金の返還は、貸与を受けた奨学金は、高校卒業の月の翌月から換算して６か月を経過し 

た後から、貸与総額に応じて育英会が定める期間内に返還する。 

長崎県私立高校の授業料実質無償化についてご存じですか？ 

 高等学校等就学支援金（返還不要の授業料支援）等の制度改正で、私立高校等に通う生徒への

支援が手厚くなりました。（令和２年４月から） 長崎県内の全日制私立高校等への進学であれば、

すべての学校で適用されます。（通信制の場合、支給額が異なります。）各家庭の所得額に応じて

支給金額が異なりますが、進路選択の一つの目安にもなるかと思います。 

既に３年生には、チラシを配布しておりますのでご確認ください。 

【高等学校等就学支援金についてのお問い合わせ先】 

         長崎県総務部学事振興課＜０９５－８９５－２２８２＞ 


